
◎農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に

関する法律 
（令和六年六月二一日法律第六三号）   

一、 提案理由（令和六年四月二五日・衆議院農林水産委員会） 

○坂本国務大臣 

……………（略）…………… 

続きまして、農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法

律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 

 農業者が今後急速に減少することが見込まれる一方、近年では農業の分野における情

報通信技術が進展するなど、我が国の農業を取り巻く環境は大きく変化しています。 

 こうした変化に対応し、農業の生産性の向上を図るためには、農作業の効率化等を通

じて農業の生産性を向上させるスマート農業技術の活用を促進することが不可欠となっ

ています。そのためには、令和元年度から全国二百十七地区で実施してきたスマート農

業実証プロジェクトの結果等を踏まえ、スマート農業技術に適合した生産の方式の導入

や、いまだ実用化に至っていない分野におけるスマート農業技術等の開発及びその成果

の普及を促進することが重要となっています。 

 このような状況を踏まえ、農業の持続的な発展及び国民に対する食料の安定供給の確

保に資するため、スマート農業技術の活用及びこれと併せて行う農産物の新たな生産の

方式の導入に関する計画並びにスマート農業技術等の開発及びその成果の普及に関する

計画の認定制度を設け、これらの認定を受けた者に対する特別の措置を講ずるため、こ

の法律案を提出した次第であります。 

 次に、この法律案の主要な内容につきまして、御説明申し上げます。 

 第一に、基本理念及び国等の責務についてであります。 

 基本理念として、国が生産方式革新事業活動の必要性及び有効性に関する知識の普及

及び啓発を図るとともに、農業者等が自ら活用するスマート農業技術の性格、生産する

農産物の特性等に応じて、生産方式革新事業活動に主体的かつ積極的に取り組むこと、

開発供給事業について農業において特に必要が高いと認められるスマート農業技術を重

点的かつ迅速に開発及び供給することにより農業の生産性の向上を図ること等を定めた

上で、国等の責務として、スマート農業技術の活用の促進に関する施策を総合的に策定

し、及び実施すること等を定めることとしています。 

 第二に、基本方針の策定についてであります。 

 農林水産大臣は、生産方式革新事業活動及び開発供給事業の促進に関する基本的な方

針を定めるものとしております。 

 第三に、生産方式革新事業活動及び開発供給事業の促進のための措置についてであり

ます。 

 生産方式革新事業活動を行おうとする農業者等は、その実施に関する計画について農



林水産大臣の認定を受けられるものとし、認定を受けた農業者等には、株式会社日本政

策金融公庫による貸付けの特例等の措置が講じられることとしています。また、開発供

給事業を行おうとする者は、その実施に関する計画について農林水産大臣の認定を受け

られるものとし、認定を受けた者には、公庫による貸付けの特例、国立研究開発法人農

業・食品産業技術総合研究機構の研究開発設備等の供用等の措置が講じられることとし

ています。 

 以上が、これらの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願いを申し上げます。 

二、 衆議院農林水産委員長報告（令和六年五月二三日） 

○野中厚君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、農林水産委員会におけ

る審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

……………（略）…………… 

 次に、農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律案

は、農業者の減少等の農業を取り巻く環境の変化に対応して、農業の生産性の向上を図

るため、スマート農業技術の活用及びこれと併せて行う農産物の新たな生産の方式の導

入に関する計画並びにスマート農業技術等の開発及びその成果の普及に関する計画の認

定制度を設け、これらの認定を受けた者に対する株式会社日本政策金融公庫による貸付

けの特例等の措置を講ずるものであります。 

 三法律案は、去る四月二十四日本委員会に付託され、翌二十五日、坂本農林水産大臣

から趣旨の説明を聴取した後、質疑に入り、五月九日には参考人から意見を聴取し、二

十日には埼玉県において視察を行うなど慎重に審査を行い、二十一日質疑を終局いたし

ました。 

……………（略）…………… 

 次いで、三法律案及び修正案について討論を行い、順次採決いたしましたところ、修

正案は否決され、食料供給困難事態対策法案及び食料の安定供給のための農地の確保及

びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法

律案は賛成多数をもって、農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進

に関する法律案は全会一致をもって、いずれも原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。 

 なお、三法律案に対しそれぞれ附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和六年五月二一日） 

 基幹的農業従事者数が今後二十年間で四分の一にまで急減することが見込まれる中、

農業の持続的な発展及び国民に対する食料の安定供給を確保することが重要な課題とな

っている。このため、スマート農業技術を開発し、生産現場に効果的に導入するための

措置を講ずる等、スマート農業技術の活用を促進することで、生産性の向上を図ること



が求められる。 

 よって、政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。 

     記 

一 スマート農業技術の活用の促進に係る基本方針の策定に当たっては、中小家族経営

や中山間地域等の条件不利地を含めた農業者の生産性の向上に寄与するものとなるよ

う考慮すること。 

二 食品等事業者が関与する生産方式革新事業活動については、農業者等の主体性が損

なわれることがないようにするとともに、国産農産物の利用の拡大に資するものとな

るよう配慮すること。 

三 スマート農業技術の活用が適切に促進されるよう、高齢者を含む農業者に対してス

マート農業技術の有用性とともに、導入による経営への影響についても丁寧に説明す

ること。 

四 スマート農業技術をより効果的に活用できるよう、農業者を始めとする幅広い関係

者の人材育成を支援すること。 

五 スマート農業技術の活用の促進に向けて、生産及び開発供給現場の取組を支援する

ための十分な予算を確保すること。特に、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合

研究機構による施設の供用や専門家の派遣等は、開発供給事業の推進に大きく寄与す

ることから、同機構の施設や人員を充実させること。 

 右決議する。 

三、 参議院農林水産委員長報告（令和六年六月一四日） 

○滝波宏文君 ただいま議題となりました三法案につきまして、委員会における審査の

経過と結果を御報告申し上げます。 

……………（略）…………… 

 次に、スマート農業促進法案は、認定制度の創設等、スマート農業技術の活用と開発

を促進するための措置を講じようとするものです。 

 委員会におきましては、三法案を一括して議題とし、参考人を招致してその意見を聴

取したほか、茨城県で現地視察を行うとともに、食料安全保障における国内生産強化の

重要性、農地確保と地域開発の調整の在り方、スマート農業促進のための環境整備等に

ついて質疑が行われました。 

 質疑を終局した後、討論に入りましたところ、立憲民主・社民を代表して田名部委員

より食料困難事態法案に反対、国民民主党・新緑風会を代表して舟山理事より食料困難

事態法案に反対、農振法等改正案及びスマート農業促進法案に賛成、日本共産党を代表

して紙委員より食料困難事態法案及び農振法等改正案に反対、スマート農業促進法案に

賛成する旨の意見がそれぞれ述べられました。 

 順次採決の結果、食料困難事態法案及び農振法等改正案は多数をもって、スマート農

業促進法案は全会一致をもって、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしまし



た。 

 なお、三法案に対しそれぞれ附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和六年六月一三日） 

 基幹的農業従事者数が今後二十年間で四分の一にまで急減することが見込まれる中、

農業の持続的な発展及び国民に対する食料の安定供給を確保することが重要な課題とな

っている。このため、スマート農業技術を開発し、生産現場に効果的に導入するための

措置を講ずる等、スマート農業技術の活用を促進することで、生産性の向上を図ること

が求められる。 

 よって、政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に万全を期すべきである。 

一 スマート農業技術の活用の促進に係る基本方針の策定に当たっては、中小家族経営

や中山間地域等の条件不利地を含めた農業者の生産性の向上に寄与するものとなるよ

う考慮すること。 

二 食品等事業者が関与する生産方式革新事業活動については、農業者等の主体性が損

なわれることがないようにするとともに、国産農産物の利用の拡大に資するものとな

るよう配慮すること。 

三 スマート農業技術の活用が適切に促進されるよう、高齢者を含む農業者に対してス

マート農業技術の有用性とともに、導入による経営への影響についても丁寧に説明す

ること。 

四 スマート農業技術をより効果的に活用できるよう、農業者を始めとする幅広い関係

者の人材育成を支援すること。 

五 スマート農業技術の活用の促進に向けて、生産及び開発供給現場の取組を支援する

ための十分な予算を確保すること。特に、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合

研究機構による施設の供用や専門家の派遣等は、開発供給事業の推進に大きく寄与す

ることから、同機構の施設や人員を充実させること。 

  右決議する。 


